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小学校学習指導要領 「道徳」における目標 ・内容に関する一考察

荒 木 寿 友

1.現 代 の道 徳教 育 の動 向

青少年犯罪は1983年 以降減少 していたが、1995年 以降、刑法犯少年の補導人員は毎年増加 して

おり、1998年 には15万人を越えた。また、小 ・中学校 において 「学校 ぎらい」を理由に年間30日

以上欠席 した不登校児 も、1998年 度に12万7千 人を数えるなど年々増加 してきている。小 ・中学

校におけるいじめの発生件数は1995年 以降減少傾向にあるものの、依然 としていじめを苦に自殺

する子どもは後を絶たない。 さらに学校 における暴力も増加 しており、対教師への暴力行為は19

94年度以降如実に増加 してきている(')。以上のような青少年の凶悪犯罪の増加、 いじめの陰湿

化、不登校、学級 ・学校の崩壊などが顕著になっていることが示すように、 ここ数年間子 どもの

道徳意識の低下が問題になってきている。この現状を踏まえて、1998年6月 の中央教育審議会の

「幼児期か らの心の教育の在 り方にっいて」答申、および同年7月 の教育課程審議会答申では、

「心の教育」が前面に押 し出されることになり、「生 きる力」を育成することが基本的なねらいと

された。2っ の答申の中心的議題となった 「生きる力」 とは、「自分で課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断 し、行動 し、よりよく問題を解決する資質や能力」、「自らを律 しつつ、

他人と共に協調 し、他人を思 いやる心や感動する心など豊かな人間性」、「たくましく生 きるたあ

の健康や体力」である。これらの答申では、学校だけでなく、家庭や地域 との連携をより充実さ

せて教育 に取り組むこと、またボランティア活動や自然体験活動を重視させること、さらに教科

内容の厳選と基礎 ・基本の徹底、ならびに幼児期からの善悪の判断、基本的なしっけが取 り上げ

られた。以上の答申を踏まえて、同年12月 に学習指導要領の改訂(以 後新学習指導要領)が 告示

されることになったのである(z)。

本稿では、中央教育審議会、及び教育課程審議会の答申を踏まえて1999年12月 に改訂された新

学習指導要領の分析を行うことを目的とする。 この際、新学習指導要領 「道徳」の目標、内容の

点か ら、各々の前回からの変更点、ならびに文部省(現 文部科学省)の 見解を示 し、その問題点

を指摘 したい。また本文中の括弧に引用注が付いていないものは、すべて学習指導要領解説編か

ら引用したものである。
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2。 新 学習指 導要 領 「道 徳」 の特徴

今回の学習指導要領の改訂 に際 して、教育課程審議会は以下の4っ を基本方針として挙げてい

る。

① 豊かな人間性、社会性、国際社会に生 きる日本人としての自覚を育成すること。

② 自ら学び、 自ら考える力を育成すること。

③ ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎 ・基本の確実な定着を図 り、個性を生かす

教育を充実すること。

④ 各学校が創意工夫を生か し特色ある教育、特色ある学校づ くりを進めること。

①の 「豊かな人間性」とは中央教育審議会、教育課程審議会で用いられた言葉であ り、「生き

る力」の核となるものである。これは 「美 しいものや自然に感動する心などの柔 らかな感性」、

「正義感や公正 さを重んじる心」、「生命を大切に し、人権を尊重する心などの基本的な倫理観」、

「他人を思いやる心や社会貢献の精神」、「自立心、自己抑制力、責任感」、「他者 との共生 や異質

な ものへの寛容」であると捉え られている。まさしくこの 「豊かな人間性」を育成するのが心の

教育であり、道徳教育に課せ られた役割なのである。

このような改訂の趣旨を踏まえて、新学習指導要領の道徳教育は次の3っ を基本方針 として改

訂 された。

ア、 体験活動等を生か した心に響 く道徳教育の実施

イ、 家庭や地域の人々の協力による開かれた道徳教育の実施

ウ、 未来へ向けて自らが課題に取 り組み、共に考える道徳教育の推進

アの 「体験活動等を生かした」 とは、子どもの生活体験不足が子どもの道徳性の低下を招いて

いるという危惧から提起 されたものであり、豊かな体験によって子どもの道徳的価値の自覚を充

実 させることがねらいとされている。「生か した」とは、道徳教育で体験活動を率先 して行 うと

いうことではなく、他の学習で用いられた体験学習を道徳教育に援用するということである。ま

た 「心に響 く」とは、道徳的心情に大きく関わるものである。

イの 「家庭や地域の人々の協力」は前回の学習指導要領か らの踏襲であるが、今回はアの体験

活動を通 じての家庭や地域との交流が強調され、またそこに学校の創意工夫や特色を生かすこと

とされている。

ウについては、教育課程審議会の①②③の基本方針 に関わるものであり、 自己の道徳ならびに

社会における自己の役割や責任を発達させ、未来に向けて共同 して課題を解決できる人間の育成

をね らっているものであるといえよう。

次節で詳 しく述べるが、今回の改訂で大きく変更された点 は、前回の学習指導要領第三章 「道

徳」 に述べられていた道徳教育の目標が、新学習指導要領第一章 「総則」の2に 盛り込 まれ、学

校教育課程全体で道徳教育 に取り組む視点が強調 されたことである。 これにっいて、 たとえば
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「総則2の 『道徳」 から始まって、学校教育全体を通 じて行うというところの道徳教育、 さ らに

は道徳の時間の指導 と、道徳教育そのものが構造的に整理され、教育課程全体の中の位置づけが

明確になった」(3)と 評価する識者がいる。「総則」において知(教 科)、 徳(道 徳)、 体(体 育)

が扱われることにより、学習指導要領そのものが体系化されたというのである。また、新学習指

導要領を抜本的な改善がなされたものと捉える識者 もいる(4)。 しか しなが ら、新学習指導要領

の記述内容には大きな変更点はなく、ただ記述箇所が変更されたという感が拭えない。そこで以

下の節において具体的にどこが変更され、どのように新 しくなったのか見ていきたい。

3.新 学 習指導 要 令則こお ける道徳 教 育 の 目標

先にも述べたように、「総則」に道徳教育の目標が掲げられたのが大きな変更点である。 また

「豊かな心」「未来を拓 く」 という言葉が付け加えられた。 しかしながら文面そのものに大 きな変

更点はなく、ほぼ前回の学習指導要領を踏襲 している。一方、道徳の時間の目標には、新 たに

「道徳的価値の自覚を深め」が付け加えられた。

学習指導要領第一章 「総則」における 「道徳教育」の目標

① 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培 う

② 豊かな心をはぐくむ

③ 伝統的な文化を継承 し、発展させ、さらに個性豊かな文化の創造に努める人間を育成す

る

④ 民主的な社会及び国家の形成発展に努ある人間を育成する

⑤ 平和的な国際社会の実現に貢献できる人間を育成する

⑥ 未来を拓 く主体性のある日本人を育成する

⑦ 以上の基盤としての道徳性を養う

この一連の目標は、前回の指導要領では第三章の 「道徳」に収め られていたものである。①の

「人間尊重の精神」 とは、「生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重、人間愛などの根底を貫く精神」

であると説明される。また、「生命に対する畏敬の念」 とは、「人間の存在そのものあるいは生命

そのものの意味を深 く問うときに求め られる基本的精神」である。 この両者が併記されているの

は、「人間尊重の精神が、生命に対する畏敬の念に根ざすことによって、よりより深 まりと広が

りをもってとらえられるから」である。つまり、あらゆる生命に対する畏敬の念を基盤 とするこ

とで、人間は他の生命と不可分な存在であることを認識 し、 自己に対する洞察を深化、拡大 して

いくのである(5)。

②の 「豊かな心」 は今回新たに付け加え られた表現である。 これは①の 「人間尊重の精神 と生

命に対す る畏敬の念」の具体的な表現であり、後の 「道徳の時間」の目標に列挙 されている 「道

一18一



徳的価値」、そ して道徳の内容項目とも深 いっながりをもっものである。「豊かな心」は具体的な

生活の中で生かされるものであり、体験活動等を通 じて育成されるものであるとされる。

③の 「伝統的な文化の継承、発展」は日本の文化のことを指 している。先人の知恵を謙虚に学

び、さらにそれを発展させることで日本人 としての基盤を持ち、「日本人 としての自覚を持 って」

国際社会において新たな文化の創造や社会の発展に関与 していける人間の育成をねらいとする。

④は民主主義社会における 「国民主権、基本的人権の尊重、自由と平等の実現」を目指すもの

であり、道徳教育においては法によるこれ らの確立を目指すだけでな く、これ らに対する自覚を

より一層深めることが必要とされている。

⑤の 「平和的な国際社会の実現」とは日本国憲法の平和主義、また教育基本法の前文 「世界の

平和と人類の福祉」を基盤とするものである。とりわけここでは 「日常生活の中で社会連帯の自

覚に基づき、あ らゆる時と場所において自他協同の場を実現 していく努力」が必要とされている。

⑥の 「未来を拓 く」は新 しく付け加えられた表現である。これによって未来に夢や希望をもち、

自らの人生や社会に積極的に関わっていける 「主体性のある日本人 の育成」 を目指 している。

「日本人」と表記 したのは、③の 「日本人としての自覚」に深 く関わっていると解釈できる。 こ

の表記は前回からの踏襲であり、「自分の存在のよって立っ基盤を確立せず して他 との関係を重

視するのは、かえって他に対する依存や従属になりかねない。……自分に親 しみのある文化や伝

統はまさに自分の存在の一部である」(6>た めに、「日本人」の表記はふさわ しいとする意見 もあ

る。 しかし、すでにボーダー レス社会に変容 している今 日、「日本人の育成」 という表現 にどれ

ほどの意味があるのだろうか。今 日求められるのは信頼される 「日本人」ではなく、信頼される

「人間」のはずである。外国籍を持っ子どもが増加 していることを考えても、適切なものとは言

い難い。「日本人」の強調が直ちに国粋主義に結びつくわけではないが、前回 と同様大 きな波紋

を呼ぶと考えられる。

⑦の 「道徳性を養 う」 とは、具体的には 「道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度」などを養

うことを意味 している。 これにっいては新学習指導要領第三章 「道徳」に説明 してある。道徳的

心情とは、「道徳的価値の大切さを感 じ取 り、善を行 うことを喜び、悪を憎む感情のこと」であ

り、道徳的判断力とは、「善悪を判断する能力」である。そして道徳的実践意欲と態度は、「道徳

的心情や判断力によって価値があるとされた行動をとろうとする傾向性」である。道徳性は以上

のように定義されるが、これは①から⑥ までの目標を達成するたあの基盤であり、全教育課程に

おいてとりわけ道徳性が育成されるものであるとしている。つまり①から⑦を分類すると、⑦の

「道徳性を養 う」 ことが道徳教育のいわば上位目標であり、その下位目標として①か ら⑥が位置

付 くのである。

新学習指導要領第三章 「道徳」の目標

これまで述べた道徳教育の目標は、学校の全教育課程を通 じて育成 されるものであった。では
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「道徳の時間」の目標はどのように規定されるのであろうか。新学習指導要領第三章 「道徳」の

最初の段落には、「学校の教育活動全体を通 じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲 と態度など

の道徳性を養うこと」 と道徳教育の目標を規定している。 この一文は、前回の学習指導要領では

「道徳の時間」の目標に位置づけられてお り、今回の改訂か ら先の 「総則」における目標 と分け

て表記されることになった。道徳的心情が判断力の前に位置付けられたのは前回からであり、道

徳的心情、判断力、実践意欲 という順序は今回も変わっていない。

道徳の時間の目標

① 計画的、発展的に指導する

② 学校教育全体で行 う道徳教育を補充、深化、統合する

③ 道徳的価値の自覚を深める

④ 道徳的実践力を育成する

①に関しては、学校の全教育活動で行われる道徳教育との関連を明確にすることがね らわれて

いる。教科活動や特別活動等では、道徳性や道徳的価値に焦点を当てて計画的に教育がなされる

わけではないので、「道徳の時間」においては、児童の発達段階を考慮 し、計画的、発展的に指

導されなければならない。

②に関 しては、教科活動や特別活動等で扱われた道徳的価値を 「道徳の時間」 において人間と

しての在 り方や生き方の視点か ら捉え直 し、確実な定着をねらうものである。

③の 「道徳的価値の自覚を深める」は、今回の改訂で付 け加えられたものである。 ここでいう

道徳的価値 とは、学習指導要領における道徳教育の内容項 目を指す。 自覚化については3つ の側

面があると説明されている。第一に道徳的価値を理解すること、第二に自分 との関わりで道徳的

価値を捉えること、第三に道徳的価値を自分なりに発展 させることである。「道徳の時間」では、

これら3っ が子どもたちにとって主体的に行われるように指導を工夫する必要がある。

④の 「道徳的実践力」とは 「人間としてよりよく生 きていく力であり、一人一人の児童が道徳

的価値を自分の内面か ら自覚 し、将来出会うであろう様々な場面、状況においても、道徳的価値

を実現するための適切な行為を主体的に選択 し、実践することができるような内面的資質」のこ

とである。実践と実践力を区別 して論 じてあり、内面的な実践力を基盤 として実践がなされ、そ

の実践を繰 り返すことで実践力も強められるとする。 しかし、 このような実践 と実践力の相補的

な関係は、 ともすれば道徳的実践力を単なる訓練に購めてしまう危険性がある。

①と②の目標の主体を考えてみると、 これは子どもにとっての 「道徳の時間」の目標ではなく、

むしろ教師の指導指針を指 しているものである。 これに対 して③と④の目標の主体は、教師では

なく、子どもであることが分かる。 ここから考えると、「道徳の時間」 において子 どもが目標 と

すべきことは、道徳的価値を自覚 し、道徳的実践力をっけることになる。

さて以上のように解説される道徳教育、および 「道徳の時間」の目標をまとめてみると、次の
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ようになる。まず 「生きる力」、 とりわけ道徳教育においては 「豊かな人間性」 を育成すること

が今回の基本方針の一っであったため、これが道徳教育の核となる。 これに基づいて全教育課程

においては 「道徳性を養う」 ことが教育目標となり、また 「道徳の時間」では道徳的価値の自覚

と道徳的実践力を育成することが教育目標 となるのである。

目標における問題

上述のように道徳教育の目標は規定 されるが、 ここに問題はないのであろうか。まず道徳的心

情が最初にあげられていることに関する問題である。 これにっいては前回か ら変わっておらず、

道徳的心情を最初にあげた理由として、「道徳的行為への動機として強 く作用する」 か らである

と解説 している。っまり望ましい道徳的心情を育成すると、望ましい道徳行為が生まれるとして

いるのである。そこで今回の改訂では、 この道徳的心情を強めるためにボランティアなどの体験

活動が対となり、その結果としての 「道徳的価値の自覚化」をより一層充実させることになって

いる。っまるところ、体験活動に基づいた心情重視の道徳教育が道徳的実践力にっなが り、そこ

において価値を内面化させるという構図が見受けられるのである。 しか しなが ら、心情そのもの

は一過性の ものであり、これを体験活動を通 じて永続させようという試みは、「道徳的価値の自

覚化」 というよりむ しろ、結果的に道徳的価値の教化に陥 りやす く、 品性教育(character

education)が ねらいとするところと何 ら変わ りはな くなって くる。品性教育 とは 「道徳 的諸価

値を重視 し、その諸価値の内面化を図る」(7)も のである。まさしく道徳的実践力の捉え られ方

は、品性教育が意図するところと同 じなのである。 ここで留意すべきなのは、品性教育そのもの

に問題があるのではなく、「道徳的心情、判断力、実践意欲と態度」と定義 された道徳性 である

にもかかわらず、道徳的判断力の入る余地がここには残 されていないことである。心情重視によ

る価値の内面化の過程において、知性に基づいた判断力の育成は看過 されていることが問題なの

である。(8)

一方、道徳性の育成において道徳的判断力を重視 した道徳教育学者 にL.コ ールバーグ(L.

Kohlberg)が いる。彼 も道徳的判断は直ちに道徳的行為へと結びっかないことを認識 していた。

しか しながら彼はこれら2っ を結びっけるものとして、心情ではな く、知性の働 きに基づいた

「責任」(responsibility)を 位置づけた(9)。 っまり自らが下 した判断に対する責任の有無が、道

徳的行為への結びっきの強弱を表すのである。 このように道徳的判断と道徳的行為の関係を捉え

るならば、心情による行為の強化をねらうだけではな く、判断力、とりわけ責任をより明確にし

た指導 も必要とされるのではないだろうか。

第二に 「生きる力」か ら道徳性、道徳的実践力の育成という流れは妥当かという問題があげら

れる。ここでは文部省の捉える道徳の定義から考えてみたい。たとえば、デューイ(J.Dewey)

によれば、道徳とは 「慣習道徳」(customarymorality)と 「反省道徳」(reflectivemorality)

に分けられる('°)。端的に説明すると、「慣習道徳」とは過去において成立 した習慣で、規則や戒
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律などの形をとり、「反省道徳」は、慣習道徳が内的、外的な変化に伴って変更を余儀な くされ

たときに必要 とされるもので、良心、理性、思考の働きを要求する('1)。「生きる力」が、変化の

激 しい社会において他者を常に考慮 しっっ、直面す る課題に主体的に取 り組んでいける力であっ

たことか ら考えると、 これは 「反省道徳」に位置付 くものである。一方、道徳的実践力とは内容

項目にあげられている道徳的価値を実践することであり、この意味において 「慣習道徳」の定着

を図るものである。 ここか ら考えると、学校教育の目標として 「反省道徳」の育成を試みている

にもかかわ らず、「道徳の時間」 においては 「慣習道徳」の徹底をねらっていることが明 らかに

なる。教育目的としての 「生 きる力」の育成と、「道徳の時間」の目標 として道徳的実践力の育

成の間には、大きな乖離があるのである。

社会的なルールや道徳的心情を重視するという教育政策も当然必要である。とりわけ最近、教

室などで規律が崩壊 し、授業が成立 しなくなっている状態や、ためらいもな く生き物を殺 して し

まう凶悪事件が増加 していることを考えるとなおさらである。 この状況を鑑みると、体験活動を

通 じて道徳的心情を豊かにし、また、「慣習道徳」を充実させようとすることは急務であろう。

しかしである。心情重視の道徳教育は、「未来へ向けて自らが課題に取 り組み、共 に考え る道徳

教育」をね らう今回の改訂の基本方針とも意を反してしまうことになる。国際化が進み、多様な

民族が共存 しなければならない社会において最も必要 とされるのは、道徳的心情ではなく、むし

ろ様々な矛盾を一致へと導 く知性の働きに基づいた道徳的判断力でり、「慣習道徳」 を 「反省道

徳」へと結びっける道徳教育ではないだろうか。

4.新 学 習指導 要 領 「道 徳」 にお け る教 育 内容

では次に内容に関する変更点を見ていく。今回の改訂では、家庭、地域の重視により 「第一学

年及び第二学年」の4の(4)に 郷土に関することが加えられた。4の(2)に は 「家族の役に立つ喜

びを知る」という項目が加えられた。また、 しっけの観点か ら1の(3)に 「よいことと悪 いこと

の区別を し」が新たに加えられた。「第三学年及び第四学年」では4の(6)に 「外国の人々や文化

に関心をもつ」が加えられ、今後の国際化への対応を図っている。 また3の(2)「 生命の尊さを

知 り」が 「生命の尊さを感 じ取 り」となり、知性ではなく感性で生命を尊重することが重要視さ

れている。「第五学年及び第六学年」では1の(5)に 「真理を大切にし」を加え、目的意識を持 っ

て学習に取 り組めるようにしている。項目数は前回よりも1項 目増えて、計55項 目になった。

内容構成の4つ の柱

内容構成は以前 と同様、4っ の観点から成立している。

① 主として自分自身に関すること

② 主 として他の人とのかかわりに関すること
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③ 主 として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

④ 主 として集団や社会 とのかかわりに関すること

①は 「自己の在 り方を自分 自身 とのかかわりにおいてとらえ、望ましい自己の形成を図ること」、

すなわち、自己を内省 し自己の確立に関する内容が示されている。これにっいては15項 目あげて

あり、「勤勉、明朗、誠実、素直、正直、勇気、反省、節制」等があげられる。

②は 「自己を他の人とのかかわ りの中でとらえ、望ましい人間関係の育成を図ること」である。

これにっいては13の項目があげられている。「挨拶、親切、友情、感謝、礼儀、信頼、尊敬、思

いやり、謙虚」などである。 ここでは周りの人 と望 ましい人間関係を形成することに関する内容

が提示されている。

③ は 「自己を自然や美 しいもの、崇高なものとのかかわりにおいてとらえ、人間としての自覚

を深めること」である。 これに関する項 目は9つ あり、「自然愛、生命尊重 ・畏敬の念」 などで

ある。 ここでは人間を超越 した偉大な存在を大切にすることに関する内容が示されている。

④は 「自己を様々な社会集団や郷土、国家、国際社会とのかかわ りの中でとらえ、国際社会に

生 きる日本人 としての自覚に立ち、平和的で文化的な社会及び国家の成員として必要な道徳性の

育成を図ること」である。っまり、社会集団における自己の役割、ならびに社会において必要 と

される事柄が明記されており、18の 項目があげてある。これに関する項目が最 も多 く、「約束、

家族愛、愛校心、郷土愛、愛国心、公徳心」などがそうである。

ではこれ らの相互の関係はどうなっているのであろうか。まず①の自分自身に関する内容項目

を基盤として、②の人間関係をとらえ自己の在 り方に対する洞察が深まるとされる。またそこに

③の自然や生命、崇高なものに関する内容が関わることによって、 自己と他者、社会の理想の在

り方を追究できるとする。そ して④の社会集団に関わることによって一層深 く自己の在 り方を理

解することが可能になるのである。

より具体的に説明するならば、①の自分 自身に関することにおける善悪の判断を行うことや、

素直さ、正直さは、②の思いやり、信頼 といった他人との関わりへと発展 していく。 またそれに

よって①の素直さや正直さはより意味を深あていくようになる。そして自己に対する洞察が深ま

り、他者 との共存の在 り方を考える際に、より高い視点か ら自己や他者を捉える必要があるため、

崇高なもの、自然、生命の尊 さという③の内容が構成されているのである。そ して③の内容を踏

まえることによって、家庭、学校、地域、そして国家における自己の役割を捉えることができる

ように、④の内容が構成されているのである。さらに付言すると、①を基盤 として② ・④へと発

展することは、いわば人間の横関係の拡が りを示すものであり、また①を基盤 として③の視点へ

と発展することは、人間の縦関係の発達 を示す ものであることも分かる。

内容における問題点

ではここに問題点はないのであろうか。根本的な問題 として、徳目を教えることに対 してどれ
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ほどの効果が期待できるのかということが考えられる。 この問題に入 る前に、まず徳目について

捉えてお く。徳目とは 「一般的に肯定的に考えられている一連の人格的特性」('2)であり、「科学

的な意味で認識されたことを記述するためではなく、実際、他人を誉めたり非難するたあに使わ

れる」(13)ものである。つまり、「正直さ1と いう言葉は自分を含めた誰かを評価するために用 い

られる言葉であって、「正直さ」という言葉そのものには多様な意味が含 まれているのである。

とりわけ徳 目が行為 となって表れたとき、自分の意図 した行為と他者がそれをどのように認識す

るかの間には:aEが 生 じる。よく言われることであるが、ある人が正直に発言 したとしても、他

人 にとっては思いやりのない発言になって しまう可能性があるのである。このように徳目そのも

のは、ある行為を賞賛 したり非難 したりする際の価値付けの言葉として意味を持っが、徳目を科

学的根拠を持 って正当化することは困難なのである。Q4)

ではこのような徳目と実際の行為との間にはどのような関係があるのだろうか。 これについて

ハーッホーン(H .Hartshorne)と メイ(M.A。May)の 子どものごまかしと盗みに関する古典的

な研究がある('5)。彼 らの研究か ら明 らかになったことを簡単にまとあると以下のようになる。

・ある子どもがある場面でごまか し行為を したとしても、その子どもが別の場面でごまかし行為

をするとは限 らないこと。っまり、 ごまかし行為には場面間の相関が低いこと。

・ごまか しをする子どももしない子どもも、 ごまかしが不道徳なことだと知 っていたこと。

この研究が示 しているように、徳 目を知っているからといって、徳目に基づいた行為を実行す

るとは限 らないのである。っまり、徳目は子どもの行為を予想 しないし、子どもは道徳判断をす

る際に徳 目とは違 う要因によって判断を行 っているのである。

では徳 目、すなわち道徳的価値を教えることに全 く意味はないのであろうか。そうではない。

というのも、子どもが存在する以前に社会は既に存在 しており、また子どもが後に反省道徳を行

うに際 しても、それは慣習に対する反省から生 じるか らである。このように、既存の社会に子ど

もを適応 させていく際にも、また子どもの発達を考慮 しても、徳目を教えることは重要な意味を

持ってくる。そこで以下においてコールバーグの道徳性発達段階を踏まえて、徳目のもっ意義を

見出したい。

コールバーグの道徳性発達段階表では、前慣習的水準から、慣習的水準、脱慣習的水準 という

順序で道徳性、すなわち個人の正義に関する推論は発達 していくとされる(後 掲道徳性発達段階

表参照)。 この際の社会的視点取得は、自己中心的な視点か ら他者を捉えることに始 まり、つ い

で仲間集団、法や慣習を視野に入れた自己の視点の取得、そ してあらゆる人間関係を包含 した視

点の取得へと発達 していく。この発達段階に基づくと一般的に小学校低学年では、第一段階の罰

せられることが悪いことであるという視点の子 どもが最 も多く、中学年から高学年では、第二段

階の個人主義的道徳性を持っており、親や先生との関係を一種の取引(ギ ブ・アンド・テイク)

と考える視点を持っ子どもが多 くの割合を占める。そして小学校6年 生から中学生にかけて、第

三段階の他者への同調を基盤 とした視点を形成 してくるのである(16)。このような発達段階を踏
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まえると、小学校全体では段階1～2に 属する子どもが最 も多いことに気付 く。つまり、大人の

言うことに対 して無条件に従 う段階か ら大人と自分、他人と自分の一対一の関係において、対等

であることを主張する段階へと発達する段階なのである。ここか ら考えると低学年では良いこと

は良 く、悪いことは悪いと大人が教えるには最 も適 した時期であり、中 ・高学年では、規則の背

後にある理由に気付かせ、相互扶助ができるように指導するのに適 した時期なのである。 ここに

徳目を教える重要な意味があり、さらにいうな らば、「慣習道徳」と 「反省道徳」 の調和が ここ

に見られるのである。

このような子 どもの発達段階から内容項 目の構成を見てみたい。「児童の発達 に応 じて……発

展的に内容項目を示 している」 とする学習指導要領では、1っ の学年階梯に4っ の内容が列挙 し

てあり、それぞれの内容が学年を追 うごとに発展 してい くように構成されている。たとえば 「家

族を大切にする」 という内容に関 して、「第一学年及び第二学年」では、「父母、祖父母を敬愛 し、

進んで家の手伝いなどをして、家族の役に立っ喜びを知 る」、「第三学年及び第四学年」 では、

「父母、祖父母を敬愛 し、家族みんなで協力 し合って楽 しい家庭をっ くる」、「第五学年及 び第六

学年」では、「父母、祖父母を敬愛 し、家族の幸せを求あて、進んで役に立っ ことをす る」 とい

うようになっている。果たして発達に応 じて内容が発展的に構成 されているだろうか。項 目の指

示内容の抽象度が増 しているだけで、全て同じことを意味 しているのではないだろうか。

コールバーグの発達理論を参考にして 「家族を大切にする」に関する項目を考えてみるならば、

次のようになると考えられる⑰。「第一学年及び第二学年」では、 自己欲求のみを求める段階か

ら、権威を持っている人の存在を認め、その人に従 うことで罰を避けることが重要であると認識

されてくる。裏を返せば、権威を持っている人と相互の信頼感を築 く重要な時期であると捉える

こともできる。ここか ら考えると、「父母、祖父母、 きょうだいを大切にし、大人の言 いっけを

守る」とした方が、より子どもに則 した具体的な内容になるのではないだろうか。同様 に、「第

三学年及び第四学年」では、罰を回避する段階か ら相互の利益を捉えることが可能になり、大人

の言いつけの意味を考えることができる時期であるので、「父母、祖父母、 きょうだいを大切に

し、家庭でのきまりの意味を理解できる」とする方がよりよい。「第五学年及び第六学年」では、

相互扶助的な考え方から、集団の中で他者を喜ばせたり助けたりする行為を積極的に行 ってくる

時期である。 ここか ら考えると、「父母、祖父母、 きょうだいを大切にし、 自分の考えに固執せ

ず、家族の中で期待されている役割に気付き、実行する」 とする方が、より指導が行いやすいの

ではないだろうか。

このように考えると、学習指導要領で示されている内容項目の構成順序は、子どもの発達を考

慮 したものであるとは言い難い。たんに徳目を教えることに固執せずに、個々の子どものさらな

る発達を視野に入れて徳 目を用いるという道徳教育の展開が可能なのではないだろうか。先の目

標の箇所で述べたことと関連 させると、学校における道徳で目指 されるのは、「慣習道徳」 と

「反省道徳」の有機的な結合、すなわち 「慣習道徳」を 「反省道徳」にするたあの内容構成を工
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夫 しなければならないということである。決められたルールを守るという内容項目を掲げるだけ

ではな く、子どもの発達段階に応 じて、子どもが自ら過去を振り返り、自らの目標を決定 してい

けるような内容構成にしていくことが重要 となるだろう。またこの意味においてのみ、徳目は有

効な教育手段となるのである。

道 徳性 発 達 段 階

段階の内容

水準と段階 正しいこと 正しい行為をする理由 社会的な観点(見方)の樵式

水準1一 慣 破ると罰せられる規則を守ること。権威者に 罰をさけることができるから。権威者 自己中心的な観点 他者の利害を考慮しな

習以前の水 従順であること。人や人の持ち物に対して はすぐれたカを持っているから。 いか、またはそれが自分の利害と異なるこ
準 物理的な意味で害を与えないこと。自分の とに気がつかない。従って、両者の観点を

段脚 一他律 利轡に合致するときだけ規則に従う。 関係づけることをしない。行為は.心理的な
的遭徳性 利害というよりも、物理的な利害として捉え

られる。権威者の観点と自分自身の観点と
を混同する。

段階2一 個 自分自身の利害や欲求にあわせて行動す 自分自身の欲求や利害に合致する 個人主義的な見方 それぞれの個人が自
人主畿的道 るが、他者にも同cことを謬める。従って、正 から。同時にほかの人々もそれぞれ 分の利害を追求しておリ.それらが互いに

徳性'し いこととは公平であることであり、対等に の欲求や利害をもっていることを漂 葛藤していることに気づく。それゆえ、正邪
交換したり、取り引きしたり.合意したりする 認しなければならないから。 は絶対的なものではない。
ことでもある.

水準E一 恨 身近な人々や一般的な他者の人々が自分 自分自身の目からも、他者の目から他者との関係を量視する見方 他者と共有
習的水箪 に期待している役割(息子兄飴.友 人として も善い人と映りたいから。他者を配 しうる感情や同意や期待があり.それらは

段階3一他者 など)に背かないように行動する。「善き人で 慮しなければいけないから。黄金律 個人的利書よりも優先すべきことであると
に基づく道穂 あること」が重要である。警き人であるという を信じるから。典型的な善い行いを いうことに気づく。相手の立場に立つべきで

性 ことは.善 き動機を持ち他者への心遣いを 支持している規則や権威を維持した あるという黄金律によって様々な観点を関

示すことである。またそれは、慣頼、醸実、 いという願望。 係づけることはできるが、まだそれを一般化
尊敬、感謝のような相互的な人間関係を保 した見方はできない。
つことである。

段階4一社会 自分が同慧している現行の養務を果たすこ 社会的制度を維持するために、また 個人間の合意や個人的な動機と社会的な
的な組織を雑 と。法偉は、それらがほかの社会的麓務と 社会的組織の崩壊をさけるため。あ 観点との分化 社会的な観点がとれるよう

持するための 葛藤するような極端な場合をのぞいて、守ら るいは.自 分の轄務を果たせという になり、社会的な組織を維持するという社会
道徳性 れるべきものである。社会や集団や制度に 良心の命令に従うため槻 則と権戚 的な窓味を理解する。個々の相互関係を社

貫献することも正しいことである。 を侶頼する段階3と混同されやす 会的な観点から考えることができる。
い)

水準皿一慣 人々が様 な々価値観や意見と持っているこ 法律は、すべての人々の幸福や諸 社会的観点よりも個人の普遍的な価値観を

習以後の原 と、ぼとんどの価値や規則が相対的なもの 権利を守るために結ばれた社会的 優先する見方 理性的な個人の価値や権
理化された段 であることに気づく。これらの相対的な規則 契約であるから守らなければならな 利は、社会的組織や社会的契約よりも優先

階 は、公平さを期待するためlc,また社会的 い。家族.友 情.信 頼、労勤の義務 されるという見方.それら2つの観点を、合
段階5一 個人 契約であるために、普通は守られなけれぱ に対する契約は.自 由意志の下に 意、契約.公 平さ、着務を行うという形式的

の権利や価 ならない。しかし、生命や自由のような絶対 結ばれるものである。法律と義務(論 理的)仕組みによって統合しようとする。
値を尊重する 的な価値や権利は.どのような社会であっ は.全 体的な効用性に対する合理 道億的観点と法律的観点の両方について

道徳性 ても、多数者の窓見がどうであっても、守ら 的な計算、つまり「最大多数の最大 考え、それらを統合するのが困難であるこ

れなければならない。 幸福」に基づいているかどうかが問 とにも気づく。

題である。

段階6一 普遁 自ら選んだ道徳原理に従う。法偉や社会的 理性的な一個人として、普遍的な道 本来の道穂的観点からの見方 様々な社

的な道徳原 合意はそれが道徳原理に基づいている限り 徳原理の妥当性を確信し、それらの 会的解決は、道徳的な観点からもたらされ
理に基づく道 守らなければならない。法律が道徳原理に 原理を自分のものとしているから。 る。理性的な個人は、道穂性の本質、ある

徳性 反している場合には、道徳原理に従って行 いは、人間はその存在自体が目的であり.

動すべきである。その道徳原理とは、正義 そのように扱わなければならないという事
(公平さ)という普遍的な原理であり.人間と 実を認識していると考える。

しての権利と尊厳が平等に尊コされること
である.

(出 典:LKohlberg,ThePsychologyofMoralDevelopment(EssayonMoralDevelopment

Volume2),Harper&Row,1984 .)
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5.お わ り に

本 稿 の 目 的 は、 新 学 習 指 導 要 領 の道 徳 教 育 に お け る 目標 と内 容 を 分 析 し、 そ の問題 点 を 明 らか

にす る こと で あ った。 この結 果 、 目標 の分 析 で は、 「豊 か な人 間 性 」 の育 成 と 「道 徳 的 実 践 力 」

と の間 に は乖 離 が あ る こ と、 な らび に道 徳 的 心 情 が 全 面 に押 し出 され 、 そ の 結 果 と して道 徳 的判

断 力 が 看 過 され る恐 れが あ る こと を指 摘 した。 また 内 容 の分 析 で は、 子 ど もの 発 達段 階 に応 じて

内 容 項 目が 構 成 され て い な い こ とを 指 摘 した。 この よ うな 問 題 点 の 背 景 に は、 学 習指 導 要 領 が 一

貫 した教 育 課 程 の構 成 原 理 に よ って 成 り立 って いな い こ とが 一 っ の 原 因 と して あ げ られ る。 「心

の 教 育 」、 「生 き る力 」 と い っ た新 しい教 育 の 必 要 性 を 前 提 と しな が ら、 一方 で、 前 回 ま で の学 習

指 導 要 領 を 基 本 的 に踏 襲 す る形 式 を と る と い う政 策上 の不 一致 が、 以上 指 摘 して きた よ うな問 題

点 とな って 表 れ て しま うの で あ ろ う。

今 回 は指 導 の 方 法 と評 価 にっ いて 取 り上 げ る こ とが で きな か った が 、 と りわ け評価 にっ いて は、

教 育 目標 と関 連 した 明 確 な 評 価 方 法 が 確 立 され て い る と は言 い難 い。 子 ど もが 自 らの道 徳 教 育 の

目標 を 確 認 で き る一 っ の 手 段 と して 、 ポー トフ ォ リオ評 価 法 が 有効 に な る と考 え られ る(18)。 こ

の評 価 法 で は子 ど もの 自己 評価 を 作 文 や 日記 な どを用 い て行 う こ とを主 とす る た め、 子 ど もが 自

分 自身 を 捉 え る契 機 を 与 え る こ とが で き る と と もに、 教 師 や友 だ ち との 「検 討 会 」 を通 じて 自 己

に対 す る他 者 の 視 点 を 確認 しや す い。 また コー ル バ ー グな どの道 徳 性 発 達 段 階 を用 い る こ とで 、

教 育 目標 と評 価 を よ り明確 に位 置 づ け る こ と も可 能 に な る と考 え られ る('9)。 今 後 は 以 上 の よ う

な課 題 に取 り組 ん で い きた い。
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(付録)

小学校学習指導要領 第一章 総則

第1教 育課程編成の一般方針

2学 校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通 じて行 うものであり、道徳の時間をはじ

めとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応 じて適切な指導を行わ

なければならない。

道徳教育 は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精

神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊か

な心をもち、個性豊かな文化の創造 と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際

社会に貢献 し未来を拓 く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養 うこ

とを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、家庭

や地域社会 との連携を図 りながら、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通 して

児童の内面に根ざした道徳性の育成が図 られるように配慮 しなければならない。

小学校学習指導要領 第3章 道徳

第1目 標

道徳教育の目標は,第1章 総則の第1の2に 示すところにより、学校教育活動全体を通 じて、

道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。

道徳の時間においては、以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習

の時間における道徳教育と密接な関連を図 りながら、計画的、発展的な指導 によってこれを補充、

深化、統合 し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。

第2内 容

〔第1学 年及び第2学 年〕

1主 として自分 自身に関すること。

(1)健 康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回 りを整え、わがままをしないで、規

則正 しい生活をする。

(2)自 分がやらなければならない勉強や仕事は、 しっかりと行う。

(3)よ いことと悪いことの区別をし、よいと思うことを進んで行う。

(4)う そをっいた りごまか しをしたりしないで、素直に伸び伸びと生活する。

2主 として他の人 とのかかわりに関すること。
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(1)気 持 ち の よ い あ い さっ、 言 葉 遣 い、 動 作 な ど に心 掛 け て、 明 る く接 す る。

(2)身 近 に い る幼 い入 や高 齢 者 に温 か い心 で接 し、 親 切 に す る。

(3)友 達 と仲 よ く し、 助 け合 う。

(4)日 ごろ世 話 に な って い る人 々 に感 謝 す る。

3主 と して 自然 や 崇 高 な もの との か か わ りに 関 す る こ と。

(1)身 近 な 自然 に親 しみ、 動 植 物 に優 しい心 で接 す る。

(2)生 き る こ とを喜 び、 生 命 を大 切 にす る心 を もっ 。

(3)美 しい もの に触 れ、 す がす が しい心 を もっ 。

4主 と して 集 団 や 社 会 との か か わ りに 関 す る こ と。

(1)み ん なが 使 う物 を大 切 に し、 約 束 や き ま りを守 る。

(2)父 母 、 祖 父 母 を敬 愛 し、 進 ん で 家 の 手 伝 い な ど を して 、 家 族 の役 に立 っ 喜 びを知 る。

(3)先 生 を敬 愛 し、 学 校 の人 々 に親 しん で 、 学 級 や 学 校 の生 活 を楽 し くす る。

(4)郷 土 の文 化 や生 活 に親 しみ 、 愛 着 を もつ 。

〔第3学 年 及 び第4学 年 〕

1主 と して 自分 自身 に関 す る こ と。

(1)自 分 で で き る こ と は 自分 で や り、節 度 の あ る生活 を す る。

(2)よ く考 え て 行 動 し、 過 ち は素 直 に改 め る。

(3)自 分 で や ろ う と決 め た こ と は、 粘 り強 くや り遂 げ る。

(4)正 しい と思 う こ と は、 勇 気 を も って行 う。

(5)正 直 に、 明 る い心 で 元 気 よ く生 活 す る。

2主 と して他 の人 とのか か わ りに関 す る こと。

(1)礼 儀 の大 切 さを知 り、 だ れ に対 して も真 心 を も って接 す る。

(2)相 手 の こ とを思 い や っ、 親 切 に す る。

(3)友 達 と互 いに 理解 し、 信 頼 し、 助 け合 う。

(4)生 活 を支 え て い る人 々 や 高齢 者 に、 尊 敬 と感 謝 の気 持 ち を も って接 す る。

3主 と して 自然 や崇 高 な も の との.か か わ り に関 す る こ と。

(1)自 然 の す ば ら しさや不 思 議 さに感 動 し、 自然 や動 植 物 を大 切 に す る。

(2)生 命 の尊 さを感 じ取 り、 生 命 あ る もの を大 切 にす る。

(3)美 しい もの や気 高 い もの に感 動 す る心 を もっ 。

4主 と して集 団 や社 会 との か か わ りに関 す る こ と。

(1)約 束 や社 会 の きま りを守 り、 公 徳 心 を もつ 。

(2)働 く こ との大 切 さ を知 り、 進 ん で働 く。

(3)父 母 、 祖 父 母 を敬 愛 し、 家 族 みん なで 協 力 し合 って楽 しい家 庭 をっ くる。
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(4)先 生や学校の人々を敬愛 し、みんなで協力 し合 って楽 しい学級をつ くる。

(5)郷 土の文化 と伝統を大切にし、郷土を愛する心をもっ。

(6)我 が国の文化 と伝統に親 しみ、国を愛する心をもつとともに、外国の人 々や文化 に関心を

もつ。

〔第5学 年及び第6学 年〕

1主 として自分 自身に関すること。

(1)生 活を振 り返 り、節度を守 り節制に心掛ける。

(2)よ り高い目標を立て、希望と勇気を もって くじけないで努力する。

(3)自 由を大切にし、規律ある行動をする。

(4)誠 実に、明るい心で楽 しく生活する。

(5)真 理を大切にし、進んで新 しいものを求め、工夫 して生活をよりよくする。

(6)自 分の特徴を知って、悪い所を改めよい所を積極的に伸ばす。

2主 として他の人 とのかかわりに関すること。

(1)時 と場をわきまえて、礼儀正 しく真心をもって接する。

(2)だ れに対 しても思いやりの心をもち、相手の立場に立 って親切にす る。

(3)互 いに信頼 し、学び合 って友情を深め、男女仲よく協力 し助け合 う。

(4)謙 虚 な心をもち、広い心で自分 と異なる意見や立場を大切にする。

(5)日 々の生活が人々の支え合いや助け合いで成 り立 っていることに感謝 し、それにこたえる。

3主 として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1)自 然の偉大さを知 り、 自然環境を大切にする。

(2)生 命がかけがえのないものであることを知 り、自他の生命を尊重する。

(3)美 しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をもつ。

4主 として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1)身 近 な集団に進んで参加 し、自分の役割を自覚 し、協力 して主体的に責任を果たす。

(2)公 徳心をもって法やきまりを守 り、自他の権利を大切にし進んで義務を果たす。

(3)だ れに対 しても差別をすることや偏見をもっ ことなく公正、公平にし、正義 の実現に努め

る。

(4)働 くことの意義を理解 し、社会に奉仕する喜びを知って公共のために役に立っことをする。

(5)父 母、祖父母を敬愛 し、家族の幸せを求めて、進んで役に立っことをする。

(6)先 生や学校の人々への敬愛を深め、みんなで協力 し合いよりよい校風をつ くる。

(7)郷 土や我が国の文化と伝統を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をもつ。

(8)外 国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての自覚を もって世界の人々 と親善

に努める。
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第3指 導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い

1各 学校においては、校長をはじめ全教師が協力 して道徳教育を展開するため、次に示すとこ

ろにより、道徳教育の全体計画 と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。

(1)道 徳教育の全体計画の作成に当たっては、学校における全教育活動との関連の下に、児童、

学校及び地域の実態を考慮 して、学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、第2に 示

す道徳の内容 と各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における指導 との関連並びに家庭

や地域社会との連携の方法を示す必要があること。

(2)道 徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては、道徳教育の全体計画に基づ き、各教科、

特別活動及び総合的な学習の時間との関連を考慮 しなが ら、計画的 ・発展的に授業がなされ

るよう工夫すること。その際、各学年段階の内容項目にっいて、児童や学校の実態に応 じ、

2学 年間を見通 した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行 うよう工夫するこ

と。なお、特に必要な場合には、他の学年段階の内容項目を加えることができること。

(3)各 学校においては、特に低学年では基本的な生活習慣や善悪の判断、社会生活上のルール

を身に付けること、中学年では自主性、協力 し助け合う態度を育てること、高学年では自立

心、国家 ・社会の一員としての自覚を育てることなどに配慮 し、児童や学校の実態に応 じた

指導を行 うよう工夫すること。 また、高学年においては、悩みや心の揺れ、葛藤等の課題を

積極的に取 り上げ,考えを深められるよう指導を工夫すること。

2第2の 内容 は、児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり、道徳の時間はもとより、各

教科、特別活動及び総合的な学習の時間においてもそれぞれの特質に応 じた適切な指導を行 う

ものとする。その際、児童 自らが成長を実感でき、 これからの課題や目標が見付けられるよう

工夫する必要がある。

3道 徳の時間における指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

(1)校 長や教頭の参加、他の教師との協力的な指導などにっいて工夫 し指導体制を充実するこ

と。

(2)ボ ランティア活動や自然体験活動などの体験活動を生かすなど多様な指導の工夫、魅力的

な教材の開発や活用などを通 して、児童の発達段階や特性を考慮 した創意工夫ある指導を行

うこと。

4道 徳教育を進あるに当たっては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、学校の

道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また、家庭や地域

社会との共通理解を深め、授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の

積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。

5児 童の道徳性 にっいては、常にその実態を把握 して指導に生かすよう努める必要がある。 た

だ し、道徳の時間に関 して数値などによる評価は行わないものとする。

(博士後期課程)
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